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衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
統
合
失
調
症
治
療
薬
ゼ
プ
リ
オ
ン
水
懸
筋
注
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

ゼ
プ
リ
オ
ン
水
懸
筋
注
（
以
下
「
本
剤
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
の
審
査

報
告
書
（
以
下
「
審
査
報
告
書
」
と
い
う
。
）
で
は
、
国
内
外
の
臨
床
試
験
の
成
績
を
評
価
し
た
結
果
、
本
剤
の
安
全
性
に

つ
い
て
、
類
薬
で
あ
る
リ
ス
パ
ダ
ー
ル
コ
ン
ス
タ
筋
注
用
及
び
イ
ン
ヴ
ェ
ガ
錠
を
上
回
る
リ
ス
ク
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
類

薬
と
本
剤
の
有
効
成
分
は
同
様
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
本
剤
で
安
全
性
が
大
き
く
異
な
る
可
能
性
は
低
く
、
現
時
点

で
は
、
本
剤
の
添
付
文
書
に
お
い
て
類
薬
と
同
様
の
注
意
喚
起
を
行
う
こ
と
で
大
き
な
問
題
は
な
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
医
薬
品
第
一
部
会
に
お
い
て
、
審
査
報
告
書
の
内
容
も
踏
ま
え
て
審
議
が
行

わ
れ
、
本
剤
の
製
造
販
売
を
承
認
し
て
差
し
支
え
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
本
剤
の
製
造
販
売
を
承
認
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
判
断
は
合
理
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

審
査
報
告
書
で
は
、
他
の
医
薬
品
と
の
併
用
に
よ
る
有
効
性
及
び
安
全
性
に
及
ぼ
す
影
響
等
に
つ
い
て
、
製
造
販
売
後
調

査
に
お
い
て
、
更
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

一



政
府
と
し
て
は
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
医
薬
品
第
一
部
会
に
お
い
て
、
他
の
医
薬
品
と
の
併
用
に
よ
る
危
険
性
に
つ

い
て
、
審
査
報
告
書
の
内
容
も
踏
ま
え
て
審
議
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
安
全
性
速
報
」
の
作
成
の
過
程
に
お
い
て
、
製
造
販
売
業
者
が
、
御
指
摘
の
「
死
亡
例
」
に
つ
い
て
の
情
報

を
保
有
し
て
い
る
医
療
機
関
に
情
報
開
示
の
可
否
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
二
十
一
例
の
う
ち
七
例
に
つ
い
て
は
、
当

該
医
療
機
関
か
ら
情
報
開
示
の
許
諾
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
開
示
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二


